
 
 
 
 

              第 ６ 回 

 

八日市市･永源寺町･五個荘町･愛東町･湖東町

合 併 協 議 会 

          

会 議 録 

 

 

 

 

   

 

 

 

八日市市･永源寺町･五個荘町･愛東町･湖東町合併協議会 

 
 



会   議   録 
会議の名称 八日市市･永源寺町･五個荘町･愛東町･湖東町合併協議会 
開催日時 平成１５年１２月２５日（木） 

開会：午後２時００分         閉会：午後３時１１分 
開催場所 五個荘町 てんびんの里文化学習センター ホールあじさい 
議長氏名 中村功一 
出席者氏名 別紙「出席者名簿」のとおり 
欠席者氏名 織田直文 

辻 裕子 
上川裕子 

 
 
会 
  
 
議 
 
 
事 
 
 
項 
 

１ 報告 
 報告第１２号 八日市市・永源寺町・五個荘町・湖東町合

併協議会事務局規程の一部改正について 
２ 協議 
協議第４０号 高齢者福祉事業について 
 協議第４１号 介護保険事業について 
 協議第４２号 障害者福祉事業について 
 協議第４３号 児童福祉事業について 
 協議第４４号 生活保護事業について 
 
３ 提案 
 協議第４５号 建設関係事業について 
 協議第４６号 都市計画関係事業について 
 協議第４７号 農林水産関係事業について 
 協議第４８号 商工・観光・労政関係事業について 

【会議結果】 
 承  認 

 
 

原案可決 
原案可決 
原案可決 
原案可決 
原案可決 

 
 

提案説明 
提案説明 
提案説明 
提案説明 

会議の経過 別添のとおり 
会

議

資

料 

 
別添資料あり 
 
 

会 議 録 の 確 定 
確 定 年 月 日 署 名 押 印 

 
 
 
平成１６年１月１９日 

署名委員 

密 谷 要一郎    印 

 

植 田 善 夫   印 



 

 
出 席 者 名 簿 

  

協 議 会 幹 事 会 ・ 事 務 局 

役職 氏  名 種 別 出欠等 役職 氏  名 職  名 出欠等

会長  中 村  功 一  八 日 市 市 長 ○  奥    善 夫  八 日 市 市 収 入 役 ○ 

副会長  宮 部  庄 七  湖  東  町  長 ○  森 野  才 治  八 日 市 市 企 画 部 長 ○ 

副会長  久 田  元一郎  永 源 寺 町 長 ○  池 田   晋  永 源 寺 町 助 役 ○ 

副会長  前 田  清 子  五 個 荘 町 長 ○  白 木  駒 治  永 源 寺 町 町 収 入 役 ○ 

副会長  植 田  茂太郎  愛  東  町  長 ○  川 戸  善 男  永 源 寺 町 総 務 課 長 ○ 

 志 井   弘  議  会  推  薦 ○  持 田  長三郎  五 個 荘 町 助 役  ○ 

 髙 村  与 吉  議  会  推  薦 ○  北 川  純 一  五 個 荘 町 総 務 主 監 ○ 

 吉 澤  克 美  議  会  推  薦 ○  藤 関  安 久  愛 東 町 助 役 ○ 

 高 橋  辰次郎  議  会  推  薦 ○  鯰 江  茂 信  愛 東 町 収 入 役 × 

 寺 村  茂 和  議  会  推  薦 ○  吉 岡   登  愛 東 町 合 併 推 進 室 長 ○ 

 杉 山  忠 蔵  議  会  推  薦 ○  野 村  新太郎  湖 東 町 助 役 ○ 

 密 谷  要一郎  議  会  推  薦 ○  上 野  清 司  湖 東 町 収 入役 ○ 

 鈴 村  重 史  議  会  推  薦 ○ 

幹
事 

 高 野  治 幸  湖 東 町 企 画 財 政 課 長 ○ 

 西 澤  英 治  議  会  推  薦 ○  中 嶋  喜 代 志  事 務 局 長 ○ 

 植 田   勲  議  会  代  表 ○  青 木  幸 一  事 務 局 次 長 ○ 

 織 田  直 文  学 識 経 験 者 ×  小 梶  隆 司  総 務 班 主 幹 ○ 

 西 田   弘  学 識 経 験 者 ○  北 村  定 男  調 整 班 主 幹 ○ 

 椙 森  幸 子  学 識 経 験 者 ○ 

事

務

局

 村 田  吉 則  情報化推進班主幹 ○ 

 武 久  健 三  学 識 経 験 者 ○  奥 田  敬一郎  健康福祉保険部会部会長 ○ 

 田 中  敏 彦  学 識 経 験 者 ○ 

専
門
部
会  山 川  永 市  健康福祉保険部会副部会長 ○ 

 山 田  儀左衛門  学 識 経 験 者 ○ 

 飯 尾  文右衛門  学 識 経 験 者 ○ 

 市 田  重太郎  学 識 経 験 者 ○ 

 小 西  龍 二  学 識 経 験 者 ○ 

 疋 出  みゑ子  学 識 経 験 者 ○ 

 足 立   進  学 識 経 験 者 ○ 

 辻    裕 子  学 識 経 験 者 × 

 平 居  貞 夫  学 識 経 験 者 ○ 

 三 輪  高 裕  学 識 経 験 者 ○ 

 上 川  裕 子  学 識 経 験 者 × 

 川 瀬  重 雄  学 識 経 験 者 ○ 

 川 副  清 厚  学 識 経 験 者 ○ 

 清 水  雅 晴  学 識 経 験 者 ○ 

 植 田  善 夫  学 識 経 験 者 ○ 

 清 水  重 一  学 識 経 験 者 ○ 

 野 村     一  学 識 経 験 者 ○ 

委 

員 

 廣 田  綾 子  学 識 経 験 者 ○ 

○ 出 席 

× 欠 席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第６回 八日市市･永源寺町･五個荘町･愛東町･湖東町合併協議会 会議録目次 

項   目 会 議 事 件 名 頁 数 
 
 
 
 
【報告事項】 
報告第12号 

   
【協議事項】 
  協議第40号 
  協議第41号 
協議第42号 

  協議第43号 
  協議第44号 
 
【提案事項】 
  協議第45号 
  協議第46号 
  協議第47号 
  協議第48号 
   
【そ の 他】 
 

 
開会 
会長あいさつ 
会議録署名委員の指名 
 
八日市市･永源寺町･五個荘町･愛東町･湖東町合併協

議会事務局規程の一部改正について 
 
高齢者福祉事業について 
介護保険事業について 
障害者福祉事業について 
児童福祉事業について 
生活保護事業について 
 
 
建設関係事業について 
都市計画関係事業について 
農林水産関係事業について 
商工・観光・労政関係事業について 
 
市町村合併シンポジウムの開催結果概要 
 
副会長あいさつ 
閉会 
 

 
1 

1～2 
3 
 

3～4 
 
 

4～8 
8～9 

9～10 
10～11 
11～12 

 
 

12～14 
14～15 
16～17 
17～18 

 
19 
 

20 
20 
 
 
 
 
 



 

 1

（会議経過） 
発言者 議題・発言内容・決定事項 
司会 

(小梶隆司) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
(中村功一 
八日市市長) 

 
 

 皆さまこんにちは。開会の前にいくつか連絡事項等を述べさせてい

ただきたいと思います。 
まず第１点目、本日の協議会の日程の確認をさせていただきます。

お手元の次第をご覧いただきたいと思います。 
まず、次第４番目の報告事項でございますが、このたび事務局規程

を一部改正いたしております。そのご報告をさせていただくというこ

とでございます。 
次に、次第５番目の協議事項でございますが、前回提案させていた

だきました福祉関連事業につきまして、本日５件のご協議をいただく

予定でございます。 
次第６番目の提案事項でございますが、本日は４件の議案につきま

してご説明させていただきます。 
次第７番目のその他でございます。過日、各市町それぞれの会場で

「市町村合併シンポジウム」を開催させていただいております。その

結果概要につきまして、簡単にご報告させていただく予定をしており

ます。 
以上、本日の日程でございます。どうかよろしくお願い申し上げま

す。 
第２点目、本日の傍聴者の定員でございますが、５０名でございま

す。よろしくお願いいたします。 
第３点目、本日ご欠席の連絡をいただいております委員につきまし

ては、織田委員、辻委員、上川委員でございます。規約第１０条の規

定によりまして、本日の会議は成立いたしておりますことをご報告申

し上げます。 
その他、傍聴者の皆さまにつきましては、『傍聴についてのお願い』

をお渡しいたしておるかと思いますので、遵守いただきたいと思いま

す。また、毎回のことでございますけれども、携帯電話でございます

とか、発言等におきますお名前、そういったものにつきましてもよろ

しくお願いいたしたいと思います。 
それでは、ただいまから第６回八日市市・永源寺町・五個荘町・愛

東町・湖東町合併協議会を開催させていただきます。開会にあたりま

して、協議会会長 中村功一八日市市長がご挨拶を申し上げます。 
 
皆さん、こんにちは。本日第６回の協議会を開催いたしました。委

員の皆さんには年末大変ご多忙のところを曲げてご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 
近年、暖冬とよく言われておりますけれども、やはり１２月になり

ますと、遠くの山々も白くなってくる。そうした季節を感じるところ
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司会 
 
 
 
議長 
(中村功一会長) 

でございまして、改めて季節というものが順調に回ってくるなと思っ

ております。 
私ども１市４町の合併につきましても、今日まで順調に協議を進め

させていただきました。あと数日で平成１６年の新春を迎えようとし

ております。平成１６年になりますと、合併協議もいよいよ大詰めで

ございまして、また、新市の発足に向けたさまざまな準備を進めなけ

ればならない、まさに合併に向けた正念場の年になることと思います。

併せまして、昭和の大合併以後今日まで、住民の皆さまと共に歩んで

まいりましたそれぞれの市や町の最後の年度を迎えるわけでもござい

ます。大変感慨深い一年を迎えると実感をいたしております。 
ところで、今月の１１日から１９日にかけまして、１市４町それぞ

れの会場で「市町村合併シンポジウム」を開催させていただきました。

延べ 1,000 人を超える多くのご参加をいただいたところであります。
内容につきましては、既に皆さまご承知いただいていることと存じま

すが、各会場とも予定時間をオーバーしての開催となりました。また、

数多くのご質問や合併に対するご意見をいただきました。後ほど簡単

にご報告させていただきたいと考えておりますが、住民の皆さまの思

いや前向きなご意見から、まずこの枠組みでの合併をしっかりとまと

め上げなければならないというふうに改めて感じております。 
なお、委員の皆さまにはパネラーとしてご無理をお願いしたり、ま

た、当日ご参加をいただくなど、開催にご協力いただきましたことを

心からお礼申し上げます。なお、シンポジウムでのご意見や意見募集

による住民の皆さまからのご意見などにつきましては、事務局で集約

させていただきまして、次回の協議会で皆さま方にご提示させていた

だき、これらを踏まえた上でさらにご協議をお願いするというふうに

考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
さて、本日も前回提案させていただきました協定項目のご協議をお

願いし、また、新たに建設関係や産業関係の協定項目を提案させてい

ただきます。いずれも各担当職員が何度となく協議を重ねまして調整

してきた内容でありますけれども、皆さまにはさまざまな角度からご

審議いただき、そしてご意見をお伺いするということでございますの

で、何分よろしくお願い申し上げます。 
簡単でございますが、開会にあたりましてのご挨拶に代えたいと思

います。よろしくお願いいたします。 
 
それでは、これより議事に入らせていただきます。会議の議長につ

きましては、規約の定めによりまして中村会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 
 
それでは規約によりまして、これからの議事につきましては議長を

務めさせていただきます。皆さんからのご意見をどしどしいただきま
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事務局長 

(中嶋喜代志) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
議長 
 
 

すようお願いいたします。 
まず、会議録署名委員の指名をさせていただきます。愛東町の密谷

委員さん、植田善夫委員さんのお二人を会議録署名委員に指名させて

いただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 
次第４番の報告事項に移らせていただきます。「報告第１２号 八日

市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局規程の

一部改正について」であります。この規程は、会長が定める規程とな

っておりますが、このたび一部改正を行いましたので、その内容につ

きまして事務局から説明を申し上げます。 
 
それでは、ブルーの表紙の付いた報告第１２号をご覧いただきたい

と思います。合併協議会事務局規程の一部改正をさせていただいてお

ります。 
内容につきましては、３枚目の１ページをご覧いただきたいと思い

ます。今まで事務局におきましては、合併協議関係の仕事をさせてい

ただいておりましたが、合併協議もどんどん進んでまいりまして、す

でに電算システムの協定項目も可決いただきましたので、電算統合、

それから地域情報化に向けての合併の準備を進める時期になってまい

りました。そのために、その規程中第２条の４号に、「合併に向けて必

要な事項」ということで追加させていただきました。 
その組織といたしまして、今まで三班体制でやっておりましたが、

さらに「情報化推進班」の追加を第３条でさせていただきまして、１

２月１日より湖東町から１人職員を派遣していただいております。ま

た、１月からは八日市市・五個荘町から１名ずつ、合計３名で情報化

推進班を設置する予定でございます。情報化推進班につきましては、

先ほど申し上げましたように、電算の統合、それから CＡＴV などの
地域情報化に向けましての準備作業を進めさせていただきたいと思い

ます。 
この規程につきましては、会長が定めるものでございますので、１

２月１日から施行させていただいております。規程の一部改正は以上

でございます。よろしくお願いいたします。 
 
ただいま事務局から規程の一部改正について内容説明を行いました

けれども、この内容につきまして何かご質問がありましたら、どうぞ

ご意見をお出しください。ありませんか。 
 

(なしの声あり) 
 
ないようでございますので、「報告第１２号 八日市市・永源寺町・

五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局規程の一部改正について」

を承認することにご異議はございませんか。 
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議長 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
植田 勲委員 

(湖東町) 
 
 
 
 
 
 

（異議なしの声あり） 
 
ありがとうございます。「報告第１２号 八日市市・永源寺町・五個

荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局規程の一部改正について」は、

これを承認いたします。 
それでは、次第５番の協議事項に入ります。「協議第４０号 高齢者

福祉事業について」を議題といたします。事務局から再度説明をいた

します。 
 
それでは、前回の資料「協議第４０号 高齢者福祉事業について」

をご覧いただきたいと思います。大きい調整方針は、３点でございま

す。 
まず１点目が、老人保健福祉計画については、平成１８年度からの

新たな計画を新市において策定する。ただし、平成１７年度までは、

それぞれ旧市町の計画とする。２点目でございますが、国・県が定め

る制度で各市町が実施している事業については、新市に引き継ぐこと

を基本に調整する。３点目、各市町が独自で実施している制度・事業

については、その事業効果を十分に検討し調整する。大きい調整項目

は３点でございます。 
個々の調整方針といたしましては、生活管理指導員派遣事業、緊急

通報システム事業、寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業、介護用品の購

入助成、敬老祝金、敬老会につきましては、現行のとおりもしくは記

載いたしました調整額などにより、平成１７年度から実施することと

いたしております。 
また、外出支援サービス事業、配食サービス事業、生きがい活動支

援通所事業については、現行どおり新市に引き継ぎまして、合併後２

年内に統一するよう調整することといたしております。 
資料につきましては、先進地の事例を３件あげさせていただいてお

ります。以上でございます。 
 
事務局から説明を申し上げましたけれども、この協議につきまして

何かご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 
 
湖東町の植田でございます。資料№３の中ほどの介護用品の購入助

成についてお伺いします。 
具体的な調整方針では、平成１７年度から要介護３以上の紙おむつ

使用者を在宅で介護している者に月額 3,000 円の助成を行うとありま
す。ところが、各市町の現況を見ますと、八日市市が要介護４・５で

4,000円、永源寺町が要介護３以上で 2,500円、年間 30,000円と示さ
れております。そして、五個荘町が長期間使用している方へ 5,000円、
愛東町はおむつが必要な方へ 5,000円、湖東町は要介護１以上で 5,000
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健康福祉保険 
部会部会長 
（奥田敬一郎） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円という状況でございます。 
こうして見ますと、多くの町で現況よりサービスが低下することに

なります。そこで、要介護３以上月額 3,000 円という調整をされまし
た経過や理由を、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。 
 
専門部会の方からお答え申し上げます。 
今ご質問いただきましたように、おむつ等の助成事業の内容につき

ましては、１市４町それぞれ対象なり金額が異なっておりまして、特

に協議には時間をかけてもらいました。協議にあたりましては、まず

各市町の現状がどのようになっているのかということの把握から始め

まして、対象者をどのようにするか、そして、助成金額をいくらにし

ていくかというようなことの協議に入ったわけでございます。 
まず、要介護３ということで調整をした理由でございますけれども、

平成１４年２月に八日市市内の在宅サービスの利用者が５２３人おら

れまして、この方々を対象に介護度なりおむつ（おむつパッド含む）

の使用状況を調査したものがございます。それによりますと、おむつ

の使用者の割合でありますが、例えば要介護２でありますと、使用度

合いが３割に過ぎないというような状況でありますが、要介護３にな

りますと、一気に７割の方が利用されている、さらに要介護４では８

４％、要介護５では９０％の人がおむつを使用されているという結果

が出ております。 
この結果を踏まえまして、要介護３からが極めておむつの使用度が

高い階層になるという判断をいたしました。したがいまして、新市に

おきましては、要介護３以上にしたいということで協議をした次第で

あります。 
ちなみに、現行での対象者１市４町を合わせますと２８６人いるわ

けですが、今申し上げましたような調整になりますと、総対象者が４

６０人ということで、おおよそ１８０人ぐらいの方が増加するという

ことになります。 
次に、金額を 3,000 円に決めた理由でありますが、実際に１ヵ月に

どれだけのおむつを購入されて使っておられるのかということを、現

行制度で、領収書の提示を求めて後払いをされている町が永源寺町さ

んと愛東町さんでございますけれども、この２町の平成１４年度の実

績を調査いたしました。１ヵ月に、多い方では 10,000円以上使ってお
られる方もないことはありませんけれども、2,000円なり 1,000円台と
いう人もおられまして、全体の助成を平均いたしますと、約 3,400 円
になったというようなことであります。 
あくまでも、おむつの助成につきましては、助成制度ということで

もありますし、償還払いを利用券方式ということに今改めようという

調整をいたしておりますので、この制度によりまして利用しやすくな

るだろうと考えまして、利用度も増えてくるだろうと思います。この
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植田 勲委員 

(湖東町) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康福祉保険 
部会部会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ような経過によりまして、１ヶ月 3,000 円としたいということで調整
をした次第でございます。よろしくお願いいたします。 

 
ただいま八日市市の例を説明していただきましたけれど、要介護３

以上となりますと、要介護１・２で現実におむつを必要としている方

を切り捨てるということになります。湖東町でも、要介護１・２の方

で現在おむつを必要とされている方もおられます。これらの方々を切

り捨てることは、今後高齢化社会が進む中で福祉施策を充実してほし

いという、アンケートなどに表れている住民の声に反することになり

ます。 
要介護３以上になりますとおむつの利用率が高くなるということも

理解できますが、要介護１・２の方でもおむつも必要な方が現実にお

られるわけで、単に要介護３以上という調整方針はいかがなものかと

いう気がします。 
例えば、要介護４・５となりますと、施設に入所されて施設の方の

費用で賄えますけれども、今後、介護というものにつきましては、我々

もできるだけ在宅で介護して、どうしても家庭で手に負えないという

ことになりますと施設等にお願いするわけなのですが、在宅介護を主

にしたら、やはり要介護１・２も含めていただくのが私は道かなと思

います。介護度が高くなる人は施設に入る方も多くなりますし、在宅

で介護ができる援助をお願いしたいと思います。住民の立場に立って

考えますと、本当に必要という人に対して助成をするということがこ

の事業の本意ではないかと考えます。確かに財政負担も伴うこととな

りますが、単に要介護３以上とせずに、本当に必要な方に対して助成

できるよう、そのような表現に変えられないかということをお願いし

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 
 
植田委員さんのおっしゃることは、私も否定する気持ちはいささか

もございませんけれども、この議案を２７日の合併協議会に提出させ

ていただきまして、その後、委員から、今おっしゃいましたような助

成制度の拡大ができないかというような強いご意見を賜りました。し

たがいまして、分科会なり専門部会で、改めまして慎重に何度も何度

も協議させていただきました。 
おむつの件につきましては、提案する前から協議している関係者は、

委員と同様に、おむつが必要な人にはできるだけ助成はしたいという

気持ちを持って調整に臨んでいたわけでありますけれども、対象を広

げることは即多くの財源を伴うということになりまして、先ほどご説

明申し上げましたようなことで、要介護３以上にするという経過があ

ったわけでありますが、それぞれ１市４町のこの制度が立ち上がった

ときの背景なり現状なりを、もう一度分科会ならびに専門部会で検討

させていただきました。 
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植田 勲委員 
   (湖東町) 
 
議長 
 
 
 
 
 
 
野村・一委員 
   (湖東町) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 

その結果、このようにしたらどうかなということで協議が整いまし

た。その結果といたしましては、要介護１ならびに２に該当する人の

中でも、委員がおっしゃいますように、特におむつを必要とする人に

ついてのみ助成できるような基準を設けて対応していこうということ

で協議が整いましたので、ご報告を申し上げますとともに、ご了解を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
ありがとうございます。今ご説明いただきましたように、今後また

協議をしていただくよう、よろしくお願いしたいと思います。 
 
一定ご理解いただいたというように思いますが、またこれがスター

トして、絶対永久に不変のものであるということは申し上げる気はあ

りませんし、十分そういった実態も参酌させていただいて、よりよい

方向に持っていきたいと思っております。貴重なご意見をありがとう

ございました。 
ほかにありませんか。 
 
湖東町の野村でございます。基本的には、この調整方針に賛成する

立場で、要望的な意見ということで述べさせていただきます。 
それぞれの事業につきましては、例えば、八日市市さんの場合です

と民間業者なり NPO団体なりに委託されております。ほかの４町につ
きましては、概ね社会福祉協議会に委託されているというのが現状だ

と思います。 
今回、１市４町の社会福祉協議会におきましても、既に合併協議会

がスタートして具体的な検討に入っておりますが、そこで、今後こう

いった高齢者福祉事業、後ほどの介護保険事業にもかかるのですけれ

ども、行政と社会福祉協議会との連携というものがより強く求められ

ると思います。社会福祉協議会の合併協議会には、それぞれの市・町

の福祉担当の部課長もお入りいただいておりまして、その辺は齟齬
そ ご

は

ないと思いますけれども、十分に行政側と社会福祉協議会とのすり合

わせなりを特にお願いいたしと思います。 
さらに、ただいま植田委員からも要望がございまして、専門部会な

り会長の方からもご回答がございましたけれども、こういった福祉の

施策というのは、今後ますます充実する方向に向かうべきであると思

いますので、今後のいろいろな具体的な論議の中で、よろしくご尽力

を賜りたいと思います。 
 
貴重なご意見をありがとうございました。十分心にとどめさせてい

ただいて、今後の運営の参考にさせていただきます。 
ほかにありませんか。 
 

（なしの声あり） 
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議長 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 

ほかにないようであります。「協議第４０号 高齢者福祉事業につい

て」お諮りいたします。 
原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 
 

（賛成者挙手） 
 
ありがとうございます。挙手全員であります。以上によりまして、「協

議第４０号 高齢者福祉事業について」は原案どおり可決いたします。

ありがとうございました。 
続きまして、「協議第４１号 介護保険事業について」であります。

事務局からご説明を申し上げます。 
 
それでは、「協議第４１号 介護保険事業について」の説明を申し上

げます。基本的な調整方針は５点ございます。 
まず１点目でございますが、介護保険事業計画については、平成１

８年度からの新たな事業計画を新市において策定する。ただし、平成

１７年度まではそれぞれ旧市町の計画とする。２点目、第１号被保険

者の保険料については、平成１８年度の保険料改定に合わせ、適切な

保険料を算定し統一する。ただし、平成１７年度まではそれぞれ旧市

町の例による。３点目、低所得者対策事業については、社会福祉法人

等の減免は廃止する。新市において新たな軽減措置事業を設けるよう

調整する。４点目、介護認定審査会は、組織等について協議し、新市

において単独で設置する方向で調整する。５点目、介護保険運営協議

会については、委員構成を調整し、新市において新たに設置する。以

上５点でございます。 
１番目にもございましたように、介護保険料につきましては、下段

に掲げさせていただいておりますが、高齢者福祉計画と同様に、５年

を１期として定める計画でございますので、平成１７年度までは現行

の保険料になります。平成１８年度から新たな保険料を算定させてい

ただきます。 
納期でございますが、各市町で納期の差はございますが、新市にお

きましては８期で統一させていただきたいと思います。 
低所得者事業につきましては、具体的な調整欄に掲げているとおり

でございます。 
介護保険運営協議会につきましては、平成１７年度までは現行の４

９名、平成１８年度から２４人とさせていただきます。資料は、先進

事例を４点あげさせていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 
 
「協議第４１号 介護保険事業について」の説明を申し上げました

けれども、ご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 
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議長 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
議長 
 

（なしの声あり） 
 
特にないようでありますので、お諮りいたします。「協議第４１号

介護保険事業について」、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者挙手） 
 
ありがとうございます。挙手全員であります。以上によりまして、「協

議第４１号 介護保険事業について」は原案どおり可決いたします。

ありがとうございました。 
続きまして、「協議第４２号 障害者福祉事業について」であります。

事務局からご説明を申し上げます。 
 
「協議第４２号 障害者福祉事業について」のご説明を申し上げま

す。大きな調整方針は３点でございます。 
まず１点目、国または県等が定めている制度で、各市町が実施して

いる施策、事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。２点目、

他市町と連携し広域で実施している事業については、合併時は現行の

とおりとし、新市において調整する。３点目、各市町が単独で実施し

ている事業については、合併時は現行のとおりとし、平成１７年度か

ら統一する。ただし、統一が困難なものは合併後２年以内に調整する。

以上のような基本の調整方針でございます。 
具体的な調整内容につきましてはたくさんございますので、№１に

記載いたしております支援費制度事業をはじめといたしまして１４事

業や、新市の単独事業の内容につきましては、№５までにわたり調整

内容を記載しております。また、№５の配食サービス事業・移送サー

ビス事業につきましては、現行のとおり引き継ぎまして２年以内に統

一することといたします。各項目につきましては、調整の具体的な内

容の欄に掲げておりますので、ご覧いただきたいと思います。 
資料 1 につきましては、現在、障害者手帳等を保持しておられる方
の数、それから、資料 2 は先進地の３例をあげさせていただいており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
「協議第４２号 障害者福祉事業について」ご説明を申し上げまし

た。ご意見・ご質問がありましたらどうぞ。特にありませんか。 
 

（なしの声あり） 
 
特にないようでございますので、「協議第４２号 障害者福祉事業に

ついて」、お諮りいたします。原案どおり可決することに賛成の方の挙
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議長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
植田 勲委員 
（湖東町） 

 
 
 
 
健康福祉保険 
部会部会長 
 
 
 
 

手をお願いします。 
 

（賛成者挙手） 
 
ありがとうございます。挙手全員であります。 
以上によりまして、「協議第４２号 障害者福祉事業について」は原

案どおり可決いたします。ありがとうございました。 
続きまして、「協議第４３号 児童福祉事業について」であります。

事務局からご説明を申し上げます。 
 
「協議第４３号 児童福祉事業について」のご説明を申し上げます。

大きな調整方針は２点でございます。 
1 点目、児童福祉施策については、急速に進む少子化に対応するた
め次世代育成支援に向けた行動計画を策定し、新市において各種施策

の展開を図る。２点目、保育所（園）については、現行のとおりとし、

保育料は平成１７年度から統一する。以上２点でございます。 
具体的な調整内容の中で、学童保育所の調整内容を№１に、それか

ら保育所につきましては、保育料は№２の下段に、国基準のほぼ８３％

の額で新市で運営をしたいという調整案でございます。 
また、保育所の延長保育・障害児保育・一時保育につきましては、

ニーズ等を調査いたしまして、検討又は現行どおり実施いたしたいと

いう調整内容でございます。 
資料 1 で現在の保育所の入所の児童数、国の基準の金額、調整内容
との比較、資料 2 につきましては、先進地の３例をあげさせていただ
いております。以上よろしくお願いいたします。 

 
ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がありましたらどう

ぞ。 
 
資料№１の児童育成奨励金という項でございますけれども、これを

伺いたいということで質問させていただきます。 
出産奨励金等は現行を見直して、少子化対策事業として新市におい

て新たな施策を検討するとなっておりますけれども、この新たな施策

というのは、今わかっている部分で教えていただきたいと思います。 
 
今わかっている部分とおっしゃっていただきましたが、調整します

中でいろいろ考えましたことは、今、五個荘町さん、愛東町さん、湖

東町さんにそれぞれ、少子化と言いますか、子どもを育成していくた

めの奨励的な補助金なり援助をさせていただいている制度がございま

す。この制度の趣旨についてはそれぞれいいものでございますけれど

も、これをすべてこのまま新市に適用していくことになりますと、財
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議長 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 

源ももちろん関係いたしてきますが、それよりも、今現在、少子化に

対してどのようなことをしていくのかということが強く言われており

ます。 
そのような中で、ちょうど今年７月に、国で次世代育成支援対策推

進法という法律ができまして、今までのエンゼルプランなり、子ども

に対する施策についての指針があったわけでございますけれども、そ

のようなものをもう一度一から見直して、次世代を担ってくれる子ど

もをどういうように育てていったらいいのかということを検討すると

いうことで、その計画をつくれということが法律で各自治体に義務付

けされました。 
したがいまして、合併をいたします１市 4 町で現在、共同事業とし
まして新市としての新しい計画をつくろうということで、既に事業の

一部に着手させていただいております。この事業の計画が平成１６年

にはでき上がってまいります。その事業を計画する中で、本当にどの

ようにすればいいのだろうというようなことを、１市４町たくさんの

人が集まりますから、今までの１市４町の事業だけではなくて、いろ

いろな広い意味でよい方向はないかなということを、口で申し上げる

のは簡単でございますけれども、そのようなことを真剣に論議をして

いこうと思っておりまして、どのようなものがあるかとご質問いただ

きましたのですけれども、今すぐに、このようなものを考えています

ということは申し上げられませんが、委員がおっしゃいますようなこ

とを十分に意にとめまして、新しい計画がすばらしいものとなって、

実効性のあるものにしていきたいと考えております。どうぞよろしく

お願いいたします。 
 
ほかにありませんか。 
 

（なしの声あり） 
 
ないようであります。「協議第４３号 児童福祉事業について」お諮

りいたします。原案どおり可決することに賛成の方の挙手をお願いし

ます。 
 

（賛成者挙手） 
 
ありがとうございます。挙手全員であります。以上によりまして、「協

議第４３号 児童福祉事業について」は原案どおり可決いたします。

ありがとうございました。 
続きまして、「協議第４４号 生活保護事業について」事務局から説

明いたします。 
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「協議第４４号 生活保護事業について」ご説明を申し上げます。

調整方針は１点でございます。 
生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、国

又は県等が定める制度に基づき実施する。 
現在は、八日市市が福祉事務所を設置しております。４町につきま

しては、県の振興局で福祉事務所をお持ちですので、そちらで決定等

がされております。被保護世帯の状況につきましてもあげさせていた

だいております。保護費の内容につきましては、生活扶助費から葬祭

扶助費までの内容がございます。このような国・県等が定める制度に

基づきまして、新市の福祉事務所で実施していくということでござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がありましたらどう

ぞ。 
これは新しい福祉事務所でやるということですから、ご了解いただ

きたいと思います。 
 

（なしの声あり） 
 
「協議第４４号 生活保護事業について」お諮りいたします。原案

どおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 
 

（賛成者挙手） 
 
ありがとうございます。挙手全員であります。以上によりまして、「協

議第４４号 生活保護事業について」は原案どおり可決いたします。

ありがとうございました。 
会議を続行いたします。次回の協議会で協議をいただきます事項に

ついて４件ございますので、あらかじめ提案説明をさせていただきま

す。 
まずは「協議第４５号 建設関係事業について」であります。事務

局から説明いたします。 
 
それでは、本日の資料の「協議第４５号 建設関係事業について」

をご覧いただきたいと思います。 
建設関係事業についての提案でございます。提案の内容、基本的な

調整方針は、№１で７点あげております。 
まず１点目でございますが、道路河川整備事業については、継続中

のものを新市に引き継ぐこととし、新規事業は新市において計画的に

整備、推進する。なお、市道以外の生活道路等整備については、地元

要望を踏まえ自治会と市が事業費を負担して実施する。２点目、道路
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の維持管理については、基本的に現行のとおりに新市に引き継ぐ。３

点目、道路認定基準及び再編は、新市において定める。ただし、旧市

町における既認定路線は、現行のとおり新市に引き継ぐ。４点目、雪

寒対策については、合併時は、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市に

おいて新たな雪寒対策計画を策定する。５点目、公営住宅については、

公営住宅ストック総合活用計画を新市において策定し、計画的に建て

替え、改善等を実施する。ただし、新市の計画策定までの間は、旧市

町の計画を引き継ぐ。６点目、公営住宅の家賃については、公営住宅

法に基づき、新市において決定する。７点目、建築基準法と関係事務

については、合併時から八日市市の例を基本に実施する。 
具体的な調整でございますが、まず道路河川整備事業につきまして

は、各市町におきまして１級・２級・その他等に分けまして、実延長・

改良済延長を表としてあげさせていただいております。平成１５年４

月１日現在の状況でございます。 
河川整備につきましても、地域の住民の生命・財産を守るため河川

整備及び川づくりを推進するという目標で、各市町で実施されており

ます。 
また、市道以外の生活道路の整備でございますが、八日市市と永源

寺町と湖東町につきましては、大字自治会等の要望によりまして、地

元負担金をいただいて整備をしております。五個荘町・愛東町につき

ましては、同じように要望で整備をするわけですが、それに対する補

助という形で実施されております。新市におきましては、市道以外の

生活道路の整備における地元負担金、それから補助制度と２つに分け

まして、次のとおりさせていただきたいと考えております。 
まず、事業費が１５０万円を超える場合につきましては、新市の施

行といたしまして、地元負担を２５％いただく。それから、事業費が

１５０万円以下の場合は、自治会で主体的に整備をしていただくとい

うことで、補助制度で実施をしていく。この補助率につきましては、

地元負担の割合等を勘案し、見合った補助の比率とさせていただくこ

とを検討いたしております。 
資料№２でございますが、道路の維持管理につきましては、基本の

方針のとおりでございますが、市道以外の生活道路の補修につきまし

ては、現在も自治会主体でやっていただいておりますが、新市におき

ましても、新市の自治会主体を原則といたします。補修材につきまし

ては、八日市市の例により、申請により支給していきたいということ

でございます。 
次に、道路の認定基準でございます。現在市道・町道に認定されて

いる道路は、市道として新市に引き継ぐということでございますが、

新市の市道の再編や新市における調整につきましては、今後調整いた

していきたいと考えております。 
また、開発等による寄付された道路等の認定につきましても、新市
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において基準を策定いたしたいと思います。 
次に、雪寒対策でございますが、合併時の雪寒対策については、現

行のとおり新市に引継ぎ、新市において新たな雪寒対策計画を策定す

る。除雪については、基本的に建設業者等に委託するわけでございま

すが、既存各市町で除雪機等を保有されておりますので、その機械に

つきましては支所管理として適時対応させていただくという提案でご

ざいます。 
資料№３でございますが、公営住宅につきましては、先ほど基本的

なところで申し上げましたように、公営住宅ストック総合活用計画を、

愛東町を除きまして各市町で計画されております。また、計画の概要

につきましては、説明をあげさせていただいております。 
次に、公営住宅の家賃でございますが、合併時は現行のとおりとい

たしまして、平成１７年度から統一した家賃算出方法により決定させ

ていただきます。ただ、それですと増加が多くなることがございます

ので、著しい増加を避けるために、５年間の負担調整を設けさせてい

ただきます。家賃の計算方式を下にあげさせていただいております。 
次に、資料№４でございますが、公営住宅の申し込みの資格でござ

いますが、合併時から次に掲げる５点に基づきまして募集をさせてい

ただきます。 
次に、建築基準法等の関係事務でございますが、現行は八日市市が

国の指定を受けまして特別行政庁に指定されておりますが、４町につ

きましては県の方で対応をしていただいております。経由事務等を各

町でされておりますが、この点につきましては、先ほど基本的な調整

方針で述べましたように、八日市市の現行のものを引き継いで新市で

行っていくということでございます。 
資料 1 につきましては、先進の３地区につきましてあげさせていた
だいております。 
以上でございます。よろしくお願いいたします。 
 
何か内容について不明な点がありましたら、ご質問いただきたいと

思います。特にありませんか。 
 

（なしの声あり） 
 
 それでは、次へ進ませていただきます。「協議第４６号 都市計画関

係事業について」事務局から説明いたします。 
 
 「協議第４６号 都市計画関係事業について」の提案をさせていた

だきます。資料№１でございますが、基本的な調整方針を４点あげさ

せていただいております。 
 まず１点目でございますが、都市計画区域は、現行の区域を新市に
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引き継ぐものとする。２点目、都市計画マスタープランは、新市にお

いて策定する。３点目、都市計画審議会は、都市計画法に基づき設置

する。４点目、地籍調査は、新市において事業推進計画を定め各自治

会や住民等の要望を勘案し実施する。 
 具体的な調整でございますが、まず都市計画区域でございますが、

八日市市と五個荘町は、現在、近江八幡八日市都市計画区域に属して

おります。愛東町・湖東町につきましては、湖東都市計画区域という

ことで設定されております。永源寺町につきましては、都市計画区域

の設定はされておりません。 
 現行といたしましては、現行の都市計画区域を新市に引き継ぐわけ

でございますが、県で平成１６年６月から１０月にかけまして分析等

が行われますので、新市においてその区域の見直しについて検討する

という調整方針でございます。 
 また、都市計画マスタープランにつきましては、五個荘町と湖東町

で策定または予定がされております。調整方針は、基本的なところで

あげさせていただいたとおりでございます。 
資料№２で、都市計画審議会の状況をあげさせていただいておりま

す。現在は、八日市市と湖東町で設置されております。五個荘町につ

きましては、総合計画審議会において都市計画の必要事項を審議され

ているということでございます。新市の都市計画審議会につきまして

は、委員を１６人以内といたしまして、任期を４年とする調整方針で

ございます。 
次に、地籍調査でございますが、現在は愛東町で実施されておりま

す。進捗率は 16.8％ということでございますが、基本的な調整方針に
基づきまして実施させていただきます。 
資料 1につきましては、都市計画の内容、都市計画・マスタープラ
ン・土地利用・都市施設・市街地開発事業等の説明をさせていただい

ております。 
また、右の方には、先ほどあげました都市計画区域の現状の説明を

させていただいております。 
資料 2につきましては、用語がたくさん出てまいりますし、その用
語でわかりにくい点もございますので、その用語説明等をさせていた

だいております。 
資料 3につきましては、先進の３地区の状況をあげさせていただい
ております。以上でございます。よろしくお願いします。 

 
 ただいまの説明につきまして、ご質問がございましたらどうぞ。あ

りませんか。 
 

（なしの声あり） 
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それでは、ないようでございますので、次の提案事項に移らせてい

ただきます。 
「協議第４７号 農林水産関係事業について」であります。事務局

から説明いたします。 
 
「協議第４７号 農林水産関係事業について」の提案をさせていた

だきます。基本的な調整方針は３点でございます。 
まず１点目でございますが、農業関係事業については、各種計画を

新市において策定し、地域の特性を生かした農業諸施策を実施する。

２点目でございますが、農村整備関係事業については、現行のとおり

新市に引き継ぐ。３点目、林業関係事業については、森林整備計画を

新市において策定し、保育事業・病害虫等防除事業・林道事業・治山

事業等の林業諸施策を実施する。 
まず、具体的な内容のところで農業基本計画がございますが、各市

町それぞれ計画が立てられております。平成１６年度までの目標年次

で計画が策定されておりますので、農業基本計画については、新市に

おいて新たな地域農業マスタープランを策定するということでござい

ます。 
次に、農業振興地域整備計画につきましては、それぞれ回数を追っ

て計画されておりますが、農業振興地域整備計画については新市にお

いて速やかに策定する。ただし、新市の計画策定までの間は、旧市町

の計画を引き継ぐということでございます。 
次に、米政策及び生産調整につきまして、平成１６年度に各市町で

策定されまして、この事業は３年間引き継がれますので、現計画で補

助が執行されます。それに基づきますので、地域水田農業ビジョンに

つきましては、現行のとおり新市に引き継ぐということでございます。 
資料№２でございますが、まず認定農業者につきましては、各市町

でそれぞれ基準を設けられまして認定されております。新市の認定農

業者育成事業については、新市において「農業経営基盤の強化促進に

関する基本的な構想」を策定し、認定農業者を認定させていただきま

す。また、旧市町において認定している認定農業者については、新市

に引き継ぐことといたします。 
次に地域用水事業でございます。この事業は、愛知川沿岸土地改良

区の市町委託事業と直営事業に分かれております。新市におきまして

は、地域用水事業については現行のとおり新市に引き継ぎ、新市と地

元の負担割合は、合併時は現行のとおりといたしますが、平成１７年

度事業からは２分の１ずつとさせていただきます。 
資料№３でございますが、農村振興総合整備事業、以前の事業の名

前は農村総合整備モデル事業と言いましたが、それぞれ国・県補助事

業の位置づけで、農村総合整備モデル事業は終了いたしまして、新た

に農村振興総合整備事業となります。新市においても当該事業は実施
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いたします。新市と地元の負担割合は、２分の１ずつとさせていただ

きます。 
現在、愛東町と湖東町の両町が、平成１５年度中に基本計画を策定

をされております。また、五個荘町でも、平成１６年度中に策定の予

定をされております。八日市市・永源寺町につきましても終了いたし

ておりますので、各地域の計画に基づきまして実施させていただくと

いうことになります。 
次に、国営新愛知川農業水利事業でございますが、この事業につき

ましては、愛知川沿岸の１市８町地域に農業用水を安定的に供給する

という事業でございます。関係市町は、下の段に掲げておりますが、

現在１市４町全部が含まれておりますので、新市域の全体の安定した

農業用水確保のために、国営新愛知川農業整備事業の推進に努めると

いう調整方針でございます。 
資料№４でございますが、林業の部門でございます。まず、森林整

備計画につきましては、国の計画、県の計画、市町村の計画とござい

ます。各市町でそれぞれ計画を立てていただいておりますが、１市４

町の計画を基本に新市において森林整備計画を策定する。それから、

林業の保育事業と森林病害虫等防除事業、林道事業、治山事業につき

ましては、平成１４年度の実績金額をそれぞれ掲載させていただいて

おりますが、保育事業、森林病害虫等防除事業、林道事業、治山事業

は、新市において引き続き実施する。なお、各事業の地元負担金は新

市において調整するという方針でございます。 
資料 1につきましては、先進の３地区の例をあげさせていただいて
おります。 
以上でございます。よろしくお願いいたします。 
 
ただいま「協議第４７号 農林水産関係事業について」の説明をい

たしました。 
ただいま事務局から説明がありました内容につきまして、ご質問が

ございましたらどうぞ。特にありませんか。 
 

（なしの声あり） 
 
ないようでしたら、次の提案事項に移らせていただきます。「協議第

４８号 商工・観光・労政関係事業について」であります。事務局か

ら説明を申し上げます。 
 
それでは、「協議第４８号 商工・観光・労政関係事業について」の

提案をさせていただきます。 
大きな調整方針は１つでございます。商工・観光・労政関係事業に

ついては、産業の振興及び地域活性化を図るため、新市において引き
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続き事業の推進に努めるものとする。 
まず、中心市街地活性化計画でございますが、八日市市で平成１３

年に策定されておられます。その計画につきましては、中心市街地活

性化法に基づきまして、新市に引き継ぐということでございます。 
次に、小規模企業者小口簡易資金貸付制度でございますが、１市４

町とも同じ制度で実施しておりますので、現行のとおり新市に引き継

ぎをさせていただきます。 
次に、観光事業でございますが、観光事業と観光協会事業との２つ

に分けましてあげさせていただいております。資料 1 に各イベントを
あげさせていただいております。この中に、現在各市町が実施してお

りますお祭りやイベント等をあげさせていただおりますが、それを下

に書いているような観光イベント・農政イベント・商工イベント・コ

ミュニティイベントというような分け方をいたしまして、この調整方

針案では、その一部でございますが、あげさせていただいております。

ほかの事業についても新市に引き継ぐということでございますので、

よろしくお願いいたします。 
行政が主体的に実施している関係イベントについては、現行のとお

り新市に引き継ぐ。観光協会を通じて実施している観光イベントにつ

いては、観光協会と協議し新市において調整するという内容でござい

ます。 
資料№２でございますが、勤労者資金融資制度でございます。現在、

八日市市で住宅資金・教育資金・福祉資金・離職者福祉特別資金等の

貸付を制度化させていただいておりますが、勤労者融資資金制度につ

きましては、合併時は現行のとおりといたしまして、平成１７年度か

ら八日市市の例を基本として実施するという方針でございます。 
資料 1 につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。資
料 2 につきましては、先進３地区の例をあげさせていただいておりま
す。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 
ただいまの説明に対しまして、ご質問がありましたら、どうぞお願

いします。 
 

（なしの声あり） 
 
ないようでございましたら、今提案いたしました４件の事項につき

ましては、次の協議会で協議をいただくことになっております。よろ

しくお願い申し上げます。 
それでは、次第７番のその他につきまして、事務局から報告いたし

ます。 
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事務局次長 
  (青木幸一) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
司会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１点目でございますけれども、市町村合併シンポジウムの開催結果

概要について、資料に基づきまして説明させていただきます。 
このシンポジウムは、新市まちづくり計画素案と合併協議の経過に

ついて説明し、今後の合併協議に住民意見を反映させることを目的に

開催したものでございます。 
パネルディスカッションにおいては、合併協議会委員にもご参加い

ただきまして、新市の将来像をはじめ、まちづくりの夢についてもご

紹介いただきました。各会場とも多くの方々にご参加いただきまして、

５会場合わせまして 1,020 人の参加者を得たところでございます。皆
さまには、各般にわたりご協力をいただきましたことに対しまして、

厚くお礼を申し上げます。 
なお、会場からの質問や意見につきましては、時間の関係で休憩時

間中に書いていただきました質問カードに基づきまして、会長・副会

長・助役を中心といたしまして答えさせていただきました。回答しま

した内容は、資料の裏のとおりでございます。 
合併協議の取り組み経過につきましては、合併の方式について、既

存の名称について、各種調整内容について、また、新市まちづくり素

案につきましては、都市構造について、新市の施策について、財政計

画についてなどの質問やご意見をいただいております。 
また、その他能登川町の参入についても、各首長へのご質問をいた

だいております。 
会場ごとのより詳しい内容につきましては、現在整理中でございま

すので、年明け早々にも会議録をとりまとめまして、皆さまに配付さ

せていただくとともに、ホームページにも載せさせていただきまして、

一人でも多くの住民の皆さまにシンポジウムの内容を知っていただき

たいと考えております。 
また、ご提案等につきましては、１月１６日まで募集しております

意見と合わせまして、１月の合併協議会におきまして報告させていた

だく予定としております。 
以上をもって、概要報告とさせていただきます。 
 
それでは、第２点目でございますが、次回第７回協議会は、１月２

９日（木）午後２時から、湖東町みすまの館
かん

で開催させていただきま

す。傍聴人数につきましては、４０名ということでございます。どう

かよろしくお願い申し上げます。 
以上です。 
それでは最後に、副会長前田五個荘町長からご挨拶をお願いしたい

と思います。 
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副会長 
(前田清子 
五個荘町長) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
司会 
 
 
 
 
 

閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 
本日は、１市４町の委員の皆さまには、このような年末押し迫りま

した時期に私ども五個荘町のてんびんの里文化学習センターにお越し

いただき、終始熱心にご協議を賜り、心から厚くお礼申し上げます。 
この会場であります文化学習センターも、１市４町「東近江市」の

一つの施設として、住民の皆さんにお使いいただけることになるわけ

でございます。 
また、本日、福祉関係の５つを含めまして、約 80～90％の協定項目

をご審議、ご決定いただきました。次回は、建設事業関係等の具体的

な協議をいただくわけでありますが、合併に向けて一歩一歩着実に前

進していると確信いたしております。 
今月の初め頃、見事な虹を見ることができました。人の心をなごま

せる自然界の力には到底及びませんが、人は知恵と努力により虹の掛

け橋をつくり上げることができます。将来を見据えた合併に多くの

方々から賛同していただけるよう、新市に向け、皆さまと共に努力し

てまいります。各委員におかれましては、平成１５年最後の合併協議

会を終了し、さわやかな新年を迎えられ、次回は湖東町さんのみすま

の館において開催されます第７回合併協議会で、よりよいまちづくり

に向けご協議をお願いいたします。 
「みんなでつくる うるおいとにぎわいのまち 東近江市」が、夢

と希望のある合併となりますように、どうぞ皆さまのご協力をお願い

し、年の瀬を迎え寒い時期になりますので、委員の皆さま方、お身体

をご自愛いただきまして、来る年も健康で幸多い年でありますように

ご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日はありがと

うございました。 
 
 どうもありがとうございました。 
 これをもちまして、第６回合併協議会のすべてを終了させていただ

きます。長時間、大変ご苦労さまでございました。 
 

（閉会） 
 
 
 

 
 




